
 
 

（八百津町保健センター） 

８０２０賞を表彰します 
 町では、８０歳以上で２０本以上ご自身の歯を保つことができた方に、「８０２０賞」の表彰をしています。
医療機関またはご自身の推薦により、表彰します。 
 
〇対 象 者  ・ご自分の歯が２０本以上あり、受診医療機関で「８０２０賞」の推薦を受けた方 

 ※自己推薦の方は、保健センターへお問い合わせください 
・八百津町住民の８０歳以上（昭和１７年４月１日以前に生まれた方）で、 残歯が 
 ２０本以上の方 

〇推薦期間  ９月３０日（金）まで 
〇そ の 他  過去に受賞歴のある方は、表彰の対象となりません。 
 

 
 
 
（建設課） 

令和４年度木造住宅耐震診断のご案内 
 無料で受けられる木造住宅の耐震診断の申し込みを受け付けます。先着５戸で締め切りますので、 
下記の要件を満たす方は、お早めにお申し込みください。 
 
〇募集期間  ８月１日（月）から３１日（水）まで 
 
【木造住宅耐震診断事業】 
○申込要件 ・一戸建ての木造住宅であること。 
             ※木造長屋・共同住宅は対象になりません。  

・申込者がその木造住宅の所有者であること。 
・併用住宅の場合は延べ面積の半分以上が住宅であること。 
・昭和５６年５月３１日以前に着工された住宅であること。 
・在来軸組工法、伝統的構法、枠組壁工法によるものであること。 
・申込者が町税などの滞納をしていないこと。 

○事業内容  県に登録された岐阜県木造住宅耐震相談士が訪問し、耐震診断を行います。後日、
診断計算結果と、補強のためのアドバイス（概算の補強工事費など）を説明します。 

○申込方法  役場 ３階 建設課へ申込用紙をご提出ください。 
            (申込用紙は建設課窓口で用意しています。) 
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お問い合わせ先 
八百津町保健センター 

☎４３-２１１１（２５６１・２5６２） 

お申し込み・お問い合わせ先 
建設課 管理係 

☎４３-２１１１（内線２３１７） 



（岐阜市まちづくり推進部開発指導景観課・岐阜県広告美術業協同組合） 

屋外広告物講習会 開催のお知らせ 
 
〇と き  ９月２９日（木） 受付開始：午前９時から 講習：午前９時３０分から午後５時（予定） 
〇と こ ろ  岐阜市生涯学習センター（ハートフルスクエアーG）２階大研修室 
            （岐阜市橋本町 1-10-23） 
〇対 象  屋外広告物の表示および掲出物件の設置に関する業務に従事する者または従事し 
            ようとする者 
〇申込方法  受講申込書を下記の受付場所へ郵送または持参してください。 

・岐阜市まちづくり推進部 開発指導景観課 
（〒500-8701 岐阜市司町４０番地 1 岐阜市役所１７階） 
・岐阜県広告美術業協同組合 
（〒500-8154 岐阜市木ノ下町 5-21-1） 
※受講申請書は、岐阜市まちづくり推進部開発指導景観課のホームページまたは岐

阜県広告美術業協同組合の窓口で入手できます。 
〇申込期間  ８月１日（月）から１２日（金）【当日消印有効】 
〇受講定員  ５０名程度（先着順、定員になり次第締切） 
〇受 講 料  3,000 円（講習課程の一部免除者は 1,800 円） 
 

 
 
 
（わくわく体験館） 

ガラス工芸講座の受講生を募集します 
わくわく体験館では、講座の受講生を募集しています。ぜひお申し込みください。 
 
【トンボ玉基礎講座】 
４回で基礎技術をひとつひとつ積み上げ、最後に花模様のトンボ玉を完成させます。 
〇と き  ・木曜コース 午後１時から４時  ９月１日・８日・１５日・２２日 

  ・日曜コース 午前９時から正午  ９月４日・１１日・１８日・２５日 
〇対 象  大人 
〇参 加 費  １１，０００円（材料費・消費税込み） 
〇申込方法  ８月２１日（日）までに、わくわく体験館へ電話または窓口で直接お申し込みください。 
 
【ステンドグラス基礎講座】 
ステンドグラスの基礎を学びながら、作品づくりを楽しんでいただけます。 
〇と き  ・木曜コース  午前９時から正午  ９月１日・８日・１５日・２２日 

  ・金曜コース  午後１時から４時   ９月２日・９日・１６日・３０日 
  ・土曜コース  午前９時から正午  ９月３日・１０日・１７日・２４日 

〇対 象  大人 
〇参 加 費  置き型ランプ 17,600 円、ペンダントランプ 18,700 円（材料費・消費税込み） 
〇申込方法  ８月２１日（日）までに、わくわく体験館へ電話または窓口で直接お申し込みください。 
 
【吹きガラス基礎講座】６回講座 
水・木・金・土・日の希望の日で、１回 1.5 時間の全６回で吹きガラスの 
基礎を学びながら、作品づくりを楽しめます。  
〇参 加 費  24,000 円 
〇申込方法  随時受け付けを行っています。 
 

お申し込み・お問い合わせ先 

わくわく体験館 

☎６５－１５１５ 

お問い合わせ先 
岐阜市まちづくり推進部開
発指導景観課 
☎０５８-２６５-３９８５ 
岐阜県広告美術業協同組合 
☎０５８-２４５-４４７２ 



（八百津町社会福祉協議会） 

八百津町戦没者合同追悼式のお知らせ 
 先の大戦をはじめとする幾多の戦禍により犠牲となられた戦没者を追悼し、平和への誓いを新たにする
ため、次のとおり八百津町戦没者追悼式を執り行います。 
 遺族の方にかかわらず、どなたでも参列いただけます。事前の申し込みなどは不要ですので、直接会場
にお越しください。 
 
〇と き  ８月１１日（木） 午前１０時から 
〇と こ ろ  のうひグリーンホール八百津 
〇形 式  無宗教、献花方式 
〇主 催  八百津町遺族連合会、八百津町、八百津町社会福祉協議会 
〇そ の 他  式典当日の服装は、平服で差し支えありません。 
           お供えは固くご辞退申し上げます。 

            新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合が 
            あります。 

 
（岐阜県） 

岐阜県原油高・物価高騰における地場産業支援金のお知らせ 
 岐阜県では、原油高や電気・ガス料金を含む物価高騰の影響を受ける製造業のうち、地場産業（陶磁
器、繊維・衣服、紙、金属、刃物、木工、プラスチック、食品、伝統的工芸品、郷土工芸品）を営む岐阜県内
事業者の皆様の事業継続を支援します。 
 
〇申請期間  ７月１日（金）から９月３０日（金） 当日消印有効 
〇申請方法  所定の申請様式に必要事項を記入の上、下記宛先へ郵送で申請を行ってください。 

申請様式は岐阜県ホームページまたは、役場２階 地域振興課にて入手できます。 
〈郵送先〉 
〒500-8856 岐阜県岐阜市橋本町２丁目２０ 濃飛ビル１１階 
岐阜県原油高・物価高騰における地場産業支援金 受付係 宛 
※八百津町役場では受付できませんので、ご注意ください。 

〇給 付 額  １事業者あたり１０万円（定額） 
※１事業者につき、１回限りの給付です。店舗単位や事業単位ではなく、事業者単位での 

給付です。 
〇給付対象  ①岐阜県内に本店又は主たる事務所を有する中小企業その他の法人等及びフリーラン 
              スを含む個人事業者であり、下記のいずれかに該当する事業を営む者であること。 

  （対象事業：製造業のうち、陶磁器、繊維・衣服、紙、金属・刃物、木工、プラスチック、食 
  品※、伝統的工芸品、郷土工芸品） 

※食品については、令和４年４月１日時点で食品衛生法に基づき、製造業、加工業、処 
  理業に係る営業許可を取得または営業届出を行っていること。 

 
②令和４年４月から６月のいずれかの月において、前年同月と比較して原油高や電気・ガ 
  ス料金を含む物価高騰による影響を受けている事業者であること。 

 
〇そ の 他  詳しくは、岐阜県ホームページ内「岐阜県原油高・物価高騰における地場産業支援金」をご覧 

ください。 
 

 
 
 

お問い合わせ先 
八百津町社会福祉協議会 

☎４３-4462 

お問い合わせ先 
岐阜県原油高・物価高騰における 

地場産業支援金相談窓口（コールセンター） 
☎0570-070-500（平日午前９時から午後５時） 



（地域振興課・総務課） 

応援券をお届けします! 
「やおっちふるさと応援券（全町民）」「やおっち子育て応援券（対象世帯）」 
  町では、８月上旬から町内のみで使用できる「やおっちふるさと応援券（全町民）」および「やおっち子
育て応援券（平成１６年４月２日以降に生まれた０歳から１８歳を含む世帯）」を各世帯にお届けします。 
 この応援券は、新型コロナウイルス感染症流行による消費に与える影響の緩和並びに、原油価格や物価
高騰の影響を受けた子育て世帯に対する経済的負担の軽減により、地域における消費の喚起・下支えを
図り、地域経済の振興を目的としています。（この応援券事業は、全額、国から交付される地方創生臨時
交付金を活用しています。） 
 
〇配布対象者  ふるさと応援券：８月１日現在で住民基本台帳に登録されている、全町民 

子育て応援券：８月１日現在で住民基本台帳に登録されている、 
平成１６年４月２日以降に生まれた０歳から１８歳までの方 

 
〇応 援 券  ふるさと応援券：全町民１人あたり 10,000 円（額面５００円券：２０枚綴り） 

子育て応援券：対象者１人あたり 10,000 円（額面５００円券：２０枚綴り） 
  ※どちらの応援券も併用できます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

〇取 扱 店 舗  ２つの応援券は、どちらも町内の取扱店舗のみで使用できます。 
（取扱店舗は､応援券を発送する際に同封する取扱店一覧をご覧いただくか､八百津町の
ホームページからご確認ください。） 

 
〇利 用 期 間  手元に届いてから、令和４年１２月３１日（土）まで 

※期間終了後は利用できませんので、ご注意ください。 
 
〇お届け方法  ゆうパックで各世帯にお届けします。受け取りにはサインまたは捺印が必要です。 

ふるさと応援券：世帯人数分を世帯主へ送付します。 
子育て応援券：対象世帯の「ふるさと応援券ゆうパック」に同封します。 

 
お届けのスケジュール 
８月３日(水)～８月２４日(水)の期間に、ゆうパックで各世帯へお届けする予定です。 
〇ご不在の場合 
８月３日(水)～８月１７日(水)の期間    不在連絡票は投函されず、後日再配達されます。 
８月１８日(木)～８月２４日(水)の期間   不在連絡票が投函されます。 
※不在連絡票が投函されてから８月３１日(水)までは、郵便局で保管されますので郵便局にご連絡ください。 
※９月１日(木)以降は役場 地域振興課で保管します。その時点で受け取りがお済みでない方には、役場 

から不在連絡票をお送りします。不在連絡票と本人確認ができるものをお持ちになって、役場２階 地域
振興課にてお受け取りください。 

 
 

お問い合わせ先 
やおっちふるさと応援券 地域振興課 地域振興係 ☎４３-２１１１（２２５５） 
やおっち子育て応援券 総務課                 ☎４３-２１１１（２２１２） 


